
  新しい総合事業には、要支援認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と

65 歳以上の皆さまが利用できる「一般介護予防事業」があります。 

～サービス利用までの流れ～ 
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居宅サービス計画作成 

介護支援専門員が心身の状

態やご希望に沿って作成し

ます 

 

介護予防サービス計画作成 

地域包括支援センターの職員等

が心身の状態やご希望に沿って

作成します 

介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センターの職員等

が自立した生活を送ることが出

来るよう心身の状態やご希望に

沿って作成します 

介護サービスを 

利用できます 

 

介護予防サービスを 

利用できます 

新しい総合事業 

要支援１・２ 

 

事業対象者 

 
介護予防・生活支援サービス事業 

（訪問型サービス・通所型サービス） 

を利用できます 

 

６５歳以上のすべての方 

 

一般介護予防事業を利用できます 

 

★基本チェックリストについて★ 

基本チェックリストは２５の質問項目で日

常生活に必要な機能が低下していないかを

確認します。 

介護予防・生活支援サービス事業の利用の

み希望する場合は、基本チェックリストに

よる判定が必要です。 

（例） 

□バスや電車で１人で外出しますか？ 

□転倒に対する不安は大きいですか？ 

□週に１回以上外出をしていますか？ 等 

 

★事業対象者について★ 

基本チェックリストの結果、介護予防の必

要性があると判断された方です。 
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自立した生活ができる方 

※40 歳～64 歳までの第 2 号被保険者の方で介護予防・生活支援サービス事業を利

用するためには「要支援１・２」の認定が必要です。 


